
■
45
歳
以
上
を
対
象
と
し
た
再
就
職
支
援
セ

　

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す

　

採
用
さ
れ
る
た
め
の
就
職
活
動
の
ポ
イ

ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

あ
お
も
り
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

高
齢
者
・
障
害
者
の
た
め
の
成
年
後
見

の
こ
と
、
登
記
・
相
続
・
借
金
問
題
の
こ

と
に
つ
い
て
司
法
書
士
と
社
会
福
祉
士
が

相
談
に
応
じ
ま
す
。
聴
覚
障
害
の
あ
る
人

に
は
手
話
通
訳
者
が
対
応
し
ま
す
。

と
き　

１
月
18
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

ア
ス
パ
ム
８
階
「
し
ら
か
み
」

　
（
青
森
市
安
方
１
丁
目
１

40
）

※
手
話
通
訳
対
応
相
談
の
み
１
月
７
日
㈫

　

ま
で
に
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

問
青
森
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
１
７
・
７
７
６
・
８
３
９
８

司
法
書
士
と
社
会
福
祉
士
に
聞

い
て
み
よ
う
！
無
料
合
同
相
談
会

■
45
歳
以
上
を
対
象
と
し
た
シ
ニ
ア
向
け

　

合
同
企
業
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

シ
ニ
ア
の
雇
用
に
積
極
的
な
企
業
の
担

当
者
が
会
社
概
要
、
仕
事
の
内
容
を
説
明

し
ま
す
。
参
加
費
無
料
、申
し
込
み
不
要
、

入
退
場
自
由
で
す
の
で
気
軽
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

と
き　

１
月
21
日
㈫　

午
後
１
時
〜
４
時

十
和
田
市
運
動
部
活
動
の
方
針

を
策
定
し
ま
し
た

　

運
動
部
活
動
は
、
児
童
・
生
徒
の
体
力

向
上
や
心
身
の
健
全
な
発
達
な
ど
、
豊
か

な
人
間
形
成
を
営
む
基
礎
を
担
っ
て
い
ま

す
。
一
方
、
全
国
的
に
は
児
童
・
生
徒
の

心
身
の
負
担
、
教
職
員
の
多
忙
化
な
ど
の

課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
市
で
は
国
や
県
が
策
定
し

た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
基
に
「
十
和
田

市
運
動
部
活
動
の
方
針
」
を
策
定
し
ま
し

た
。
本
方
針
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
本
市
の
運
動
部

活
動
に
係
る
体
制
や
運
営
な
ど
に
つ
い
て

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
指
導
課
☎
58
０
１
８
３

市
税
等
徴
収
員
募
集

対
象

▼
昭
和
31
年
４
月
２
日
以
降
に
生

　

ま
れ
た
人
▼
高
等
学
校
卒
業
以
上
の
人

▼
パ
ソ
コ
ン
操
作
（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ

　

ル
）
が
で
き
る
人

業
務
内
容　

市
税
等
の
電
話
催
告
業
務
や

　

徴
収
事
務
な
ど

募
集
人
員　

１
人

勤
務
日　

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

勤
務
時
間

▼
日
勤　

午
前
９
時
〜
午
後

　

４
時　

▼
夜
勤　

午
後
１
時
〜
８
時

※
週
５
日
、１
日
６
時
間
勤
務
（
日
勤
２
週
、夜
勤
２
週
）

賃
金
（
月
額
）　

11
万
５
千
円

　
（
社
会
保
険
、
雇
用
保
険
加
入
）

任
用
期
間

３
月
１
日
〜
31
日

※
状
況
に
よ
り
、４
月
以
降
の
任
用
も
あ
り
ま
す
。

面
接
試
験　

２
月
３
日
㈪　

午
後
１
時
30
分

　

市
役
所
本
館
２
階
会
議
室
１

ン
ト
（
応
募
書
類
の
作
成
・
面
接
な
ど
）

に
つ
い
て
、
中
高
年
に
特
化
し
た
内
容
の

無
料
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

１
月
31
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

◆
い
ず
れ
も

と
こ
ろ　

ユ
ー
ト
リ
ー
（
八
戸
市
一
番
町

　

１
丁
目
９　

22
）

問
ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
あ
お
も
り

　

☎
０
１
７
・
７
２
３
・
６
３
５
０
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【有料広告欄】　　「広報とわだ」に広告を掲載しませんか。申し込み先　総務課広報男女参画係☎51 6702

消費税軽減税率制度説明会を開催します

とき　１月 29 日㈬
　　　①午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
　　　②午後１時 30 分～２時 30 分
ところ　十和田奥入瀬合同庁舎
　　　　１階共用会議室
※①は一般事業者、②は農業者を対象とした説
　明内容になります。

問十和田税務署 法人課税第一部門☎㉓ 3997
　　　　


